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５/６号機 サブドレン設備の復旧について

2019年7⽉25⽇



１．５/６号機滞留⽔と地下⽔の状況

• 過去流⼊箇所の⼀例
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GL T.P.11,564

地下⽔⽔位(海側) T.P.約5,500

電気品室 FL T.P.1,264
B1 FL T.P.-436

電
源
盤

地下⽔⽔位(⼭側) T.P.約9,500 電気品室

• 地下⽔⽔位との関係（代表で6号機を記載）

復⽔器

複数の貫通部有。
（ 電気品室下部T.P.約1,300等） N

現
状

震災以降、５/６号機建屋周辺のサブドレン設備が稼働を停⽌しているため、５/６号機建屋の周辺
地下⽔の⽔位が⾼い状況が継続。
このため、５/６号機建屋地下には約30m3/⽇の地下⽔が流⼊しており、５/６号機滞留⽔処理設備

で処理を⾏った後、構内への散⽔により処理。
５/６号機滞留⽔処理設備の処理能⼒には限界があり、急激な流⼊量増加に対応できないリスク。
加えて、建屋貫通部の経年劣化等により地下⽔流⼊量が急激に増⼤するリスクも⾼く、使⽤済燃料

プールや残留熱除去系等の電気盤がある電気品室が浸⽔するリスク。
課
題
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２．５/６号機滞留⽔の状況
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※建屋地下床⾯からの⽔位。６号機タービン建屋地下に５／６号機各建屋滞留⽔を移送しているため代表として⽰す。
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※2018年度は台⾵なし。

設備トラブルに
よる散⽔停⽌。

設備定例点検に
よる散⽔停⽌。

ゴールデンウィ
ーク休暇のため

散⽔停⽌。

年末年始休暇による散⽔
停⽌。（滞留⽔処理設備
への移送は継続したため
滞留⽔⽔位は低下。）

6号機タービン建屋滞留⽔⽔位について

 現状、定期的に構内散⽔を実施し、建屋滞留⽔を⼀定のレベル以下で管理できている状況。
 ⼀⽅で、台⾵等による豪⾬時に建屋流⼊量が急激に増加した場合や滞留⽔処理設備のトラブルが発

⽣した場合は、使⽤済燃料プール冷却設備の電気品室が浸⽔するリスクが顕在化するおそれあり。
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３．５/６号機サブドレン設備の復旧について（１／２）

５/６号機 ピット Cs-134 Cs-137 全β トリチウム 採⽔⽇

サブドレン

71 ND(0.64) 1.7 2.0 170 2017.7

74 ND(1.3) 2.5 4.8 ND(120) 2018.3

76 ND(0.82) ND(0.75) 1.8 ND(110) 2017.5

88 ND(0.92) 1.9 2.9 ND(120) 2017.5

93 ND(1.0) ND(1.0) 4.2 ND(110) 2017.5

94 ND(0.68) 2.7 2.2 ND(120) 2018.3

95 ND(0.65) ND(0.89) 1.4 250 2017.7

＜参考＞
建屋地下滞留⽔※ ー ND(0.84) 4.6 ND(12) 180 2019.3

単位︓Bq/Lサブドレンピット分析結果

＜参考＞１〜４号機 サブドレン浄化設備 排⽔基準値
核種 Cs-134 Cs-137 全β トリチウム
Bq/L 1 1 3(1) 1,500 ●︓排⽔基準超過ピット

×︓コンクリート閉⽌ピット

 ５/６号機サブドレンピットの⽔質
・各ピット⽔はフォールアウト由来の放射性物質が若⼲検出されている状況。
・1~4号機サブドレン浄化設備同様、浄化処理を実施。

 ５/６号機サブドレン設備の地下⽔汲み上げ量
・５/６号機サブドレン設備の汲み上げ量は、震災前と同程度（200〜300m3/⽇程度）の⾒込み。
・⼀⽅、５/６号機建屋滞留⽔処理設備の処理量は「約60m3/⽇」であり、同設備で浄化した後に

構内散⽔する現状の処理⽅法を継続するには処理能⼒が不⾜。

福島第⼀構内全域の地下⽔流⼊によるリスク低減への取り組みの⼀環として、 震災以降、稼働停⽌して
いる５/６号機側サブドレン設備を復旧し、５/６号機建屋への地下⽔流⼊量を抑制する。
【想定スケジュール︓ 設備設計・許認可⼿続 → 2020年度初旬着⼯ → 2021年度運⽤開始】
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３．５/６号機サブドレン設備の復旧について（２／２）

既設

1〜4号機サブドレン
集⽔タンク

1〜4号機サブドレン
浄化設備

放⽔

5/6号機サブドレン
⼆次中継タンク

5/6号機サブドレン
⼀次中継タンク

５/６号機サブドレン設備で汲み上げた地下⽔については、１〜４号機サブドレン浄化設備へ移送し、
１〜４号機サブドレン設備を活⽤しながら、共に処理する。

理
由

 ５/６号機建屋への急激な地下⽔流⼊量増加リスクに対し、1〜4号機の既存設備を活⽤するこ
とにより、早期に５/６号機サブドレン設備を復旧することが可能。

 ５/６号機サブドレンにより汲み上げた地下⽔（200〜300m3/⽇程度）を加えても、１〜４
号機サブドレン浄化設備の処理能⼒の範囲内であり、⼀体運⽤が可能。

 電気品室の浸⽔リスクが低減し、⽇常の保守性が向上すること。
 建屋への地下⽔流⼊量低減により、５/６号機滞留⽔処理設備に余⼒が発⽣し、

福島第⼀構内溜まり⽔等の処理への活⽤が可能となること。
5/6号機サブドレン
設備復旧による効果
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４．５/６号機サブドレン設備の復旧について（配置案）

︓５/６号機移送配管（新設）

５/６号機
1/2号機

免震重要棟

千島海溝津波対策として、
１〜４号機サブドレン集⽔タンク等を

⾼台に設置することを検討中

既設１〜４号機サブドレン集⽔タンク（７基）

５/６号機サブドレン
⼀次中継タンク（新設）

（２基の計画）

５/６号機サブドレン
⼆次中継タンク（新設）

（３基の計画）

3/4号機

サブドレン
浄化設備

※T.P. ︓東京湾平均海⾯

T.P. 33.5mエリア※



【参考】５/６号機建屋の過去の流⼊状況（2017/10台⾵被災時）
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 ディーゼル発電機５Ａ室に隣接した地下トレンチ内配管壁貫通部から地下⽔が流⼊

 電気品室に隣接した電動駆動原⼦炉給⽔ポンプ室の壁貫通部から地下⽔が流⼊

配管を覆っている
シート（ラバーブ
ーツ）内に地下⽔
が溜まり、シート
が破損した。

被災状況
対策実施状況

⽌⽔材と鉄板で
流⼊箇所の養⽣
を実施済み。

隣接する電気品室への流⼊量を
抑制する⽬的でプレートの⼀部
のネジを外していた箇所。

通常時の流⼊は無いが、
突発的な流⼊に備え、樋
と導⽔配管を設置し、設
備が直接被⽔することを
防⽌。

被災状況
対策実施状況



無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

２０１９年７⽉２５⽇

東京電⼒ホールディングス株式会社

福島第⼀原⼦⼒発電所
５号機 ⾮常⽤ディーゼル発電機（５Ｂ）

動弁注油タンク液位上昇事象について



無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１．事象
2019年７⽉16⽇ 5号機⾮常⽤ディーゼル発電機（以下Ｄ／Ｇ）（５Ｂ）定例試験準備と
して動弁注油タンクの液位を確認したところ，通常より液位が⾼いことを確認した。

1

【時系列】
7⽉16⽇
14:58頃 5号機Ｄ／Ｇ（５Ｂ）定例試験準備として動弁注油タンクの液位を確認したところ，通常より液位が

⾼いことを確認したことから現場調査を⾏った。
18:30頃 現場調査の結果，動弁注油タンク内の潤滑油に燃料の軽油が混⼊した可能性が否定出来ないこと

から，⾮待機状態として点検することとした。
18:40 運転上の制限逸脱判断（実施計画Ⅲ第２編 ５号炉および６号炉に係る保安措置）

実施計画Ⅲ第２編 第６１条
（⾮常⽤ディーゼル発電機その２）表６１－１で定める運転上の制限
「第６６条で要求される当該⾮常⽤交流⾼圧電源⺟線に接続する⾮常⽤ディーゼル発電機を含め

２台の⾮常⽤発電設備が動作可能であること」を満⾜できないと判断した。
Ｄ／Ｇ（５Ｂ） 使⽤不可（⾮待機）
Ｄ／Ｇ（５Ａ） 定期点検中（⾮待機）

７⽉19⽇ 漏えい箇所調査 燃料弁(L7)からの漏えいを確認
14:05 Ｄ／Ｇ（５Ａ）待機 運転上の制限逸脱から復帰
７⽉22⽇ 燃料弁（L7）漏えい箇所修理 運転確認
７⽉23⽇ 動弁注油タンクレベル確認 運転確認
７⽉24⽇ 動弁注油タンクレベル確認
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２．系統概略図

2

︓潤滑油供給ライン

︓潤滑油戻りライン

︓動弁注油タンク（液位上昇を確認）

排気弁

吸気弁

燃料弁

燃料弁ドレン配管

燃料供給配管

動弁注油
ポンプより
（①より）

吸気弁
排気弁

動弁装置

機関の動⼒により回転

弁開閉

【動弁注油の流れ】
動弁注油タンクから動弁装置へ潤滑油を供給し，シリンダヘッドカバー内の
潤滑油戻りドレン孔より動弁注油タンクに戻る。

【燃料油（軽油）が漏えいし，動弁注油タンクへ流⼊する可能性】
燃料弁，燃料供給配管，燃料弁ドレン配管より燃料油が漏えい
し，シリンダヘッドカバー内の潤滑油戻りドレン孔より流⼊する。

各シリンダーヘッドカバー内潤滑油戻り(ドレン孔）より

各シリンダーヘッドカバー内へ(18気筒）①

動弁注油ポンプ

動弁注油タンク
吸気弁，排気弁の摺動部へ供給する潤滑
油を貯えるタンク
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３．調査結果（事象発⽣時）

排気弁

吸気弁

燃料弁

燃料弁ドレン配管

燃料供給配管

 燃料油系統漏えい確認
燃料弁，燃料供給配管，
燃料弁ドレン配管の各継ぎ⼿部の
漏えいや外れの無いことを⽬視（⼿
鏡）で確認

 冷却⽔系統漏えい確認
シリンダーヘッドカバー内に⽔分が
無いことを確認

動弁装置

事象発⽣時
の調査

（７⽉16⽇）

各シリンダーヘッドカバー内
潤滑油戻り(ドレン孔）より

各シリンダーヘッドカバー内へ
(18気筒）

動弁注油ポンプ
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３．調査結果（漏えい箇所調査）

 燃料油系統加圧漏えい確認
燃料油系統を加圧し，シリンダＬ７の燃料弁と燃料供給配管の⾼圧ユニオンの継ぎ
⼿部（ねじ込み）に軽油の漏えいが確認された

 ７⽉16⽇の⽬視にて確認できなかった燃料弁ドレン配管についてファイバースコープ
で，漏えい，継ぎ⼿部外れ及び各部ナットの緩み等のないことを確認した（⾼圧ユニ
オンの継ぎ⼿部は構造上未実施）

燃料供給配管の⾼圧ユニオン

漏えい箇所
調査結果

（７⽉19⽇）

燃料弁継ぎ⼿部漏えい
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３．調査結果（燃料弁Ｌ７漏えい箇所）

 燃料弁取り外し後，⾼圧ユニオンと燃料弁の位置をマーキング（合マーク）し，緩み
確認の結果，2mm程度増し締めが可能だった。

 燃料弁から⾼圧ユニオンを取外し，継ぎ⼿部のシート⾯及び⾦属パッキンに傷は確認
されなかった。また異物等の噛み込みも確認されていない。

⾼圧ユニオン
取外状況確認

結果
（7⽉22⽇）

パッキン(燃料弁側）

⾼圧ユニオン(継ぎ⼿部シート⾯)

燃料弁側⾼圧ユニオン取付部

マーキングゆるみ(2mm)

パッキン(⾼圧ユニオン側）

⾼圧ユニオン(ねじ⼭)

燃料供給配管の⾼圧ユニオン
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４．原因と対策
燃料噴射テスト装置から③燃料弁の
①⾼圧ユニオンを取り外す際，①⾼
圧ユニオンを押さえずに②燃料噴射
テスト装置接続部のナットを緩めたた
め，①⾼圧ユニオンと③燃料弁の接
続部も緩んだものと推定。

原因

漏えいが確認された燃料弁L7について
以下を実施した。
 ⾼圧ユニオンの⾦属パッキンの交換
 燃料噴射テストによる漏えい確認
 合いマークの実施
燃料弁を燃料噴射テスト装置から
取り外す際は，⾼圧ユニオンを押さ
えること,及び合いマークを付け，取
り外し後に合いマークがずれていな
いことを確認。

対策
（燃料弁L7）

②燃料噴射テスト装置接続部

①⾼圧ユニオン

③燃料弁

燃料弁と⾼圧ユニオンの接続部
（漏えい箇所）

合いマーク箇所

対策
(類似箇所）

その他17気筒分の燃料弁についても
同様の確認を⾏う。
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５．今後の⼯程

7

○燃料弁点検後のＤ／Ｇ５Ｂ確認運転について
７⽉２５⽇から起変５ＳＢ停⽌により，Ｄ／Ｇ５Ｂの１００％負荷確認運転が実施
できない状態となるため，確認運転については，起変５ＳＢ復旧後の８⽉８⽇に実施する。

Ｓ

2019年度
7月 8月

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

 Ｄ／Ｇ ５Ａ（第４回計画点検）

 Ｄ／Ｇ ５Ｂ非待機　※動弁注油タンクレベル高いため運転不可

 Ｄ／Ｇ ５Ｂ非待機　※燃料弁締付け確認

 燃料弁（Ｌ７）取り外し、漏えい確認、取付け  Ｄ／Ｇ５Ｂ確認運転

 Ｄ／Ｇ５Ｂ確認運転、動弁注油タンクレベル確認

 燃料弁部品手配

 燃料弁取り外し、漏えい確認、取付け（Ｌ７以外の１７気筒全て）

 起変５ＳＢ停止

 負荷切替え　Ｍ／Ｃ関連停止  Ｍ／Ｃ関連停止復旧


